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答   申  

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）２５条２項の規定に基づく各保護変更決定処分に係る各審査請

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件各審査請求は、いずれも棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件各審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、令和３年３月２２日付で行った保護変更決定

処分（以下「本件処分１」という。）及び同年４月８日付で行った保

護変更決定処分（以下「本件処分２」といい、本件処分１と併せて「本

件各処分」という。）について、それぞれの取消しを求めるというも

のである。  

  

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、以下のことから、本件各処分はいずれも違法又は不当で

あると主張している。  

 １  本件処分１について  

収入充当額の算出について、事業収入５４，４００円に対して勤労

に要した経費として１，８７２円を認定し、そこから基礎控除額の１

８，８００円を控除して３３，７２８円を算出したと勘案します。し

かし、収入申告の結果、経費として否認された３６，８７４円につい

ても、その事業のために実際に要した必要額であるため、必要経費と

して当然に計上されるべきものであります。「事務次官通知第８－３
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－⑴ウ（ア）」にも、「事業の種類に応じて、実際の必要額を認定する

こと」と記載があります。従って、事業収入５４，４００円に対して、

必要経費３８，７４６円を考慮して、実質の収入額を１５，６５４円

とし、そこから基礎控除１５，２００円を控除した４５４円が収入充

当額として妥当であると考えます。  

 ２  本件処分２について  

    収入充当額の算出について、事業収入１７，９６０円に対して勤労

に要した経費として９３８円を認定し、そこから基礎控除額の１５，

２００円を控除して１，８２２円を算出したと勘案します。しかし、

収入申告の結果、経費として否認された１，８４２円についても、そ

の事業のために実際に要した必要額であるため、必要経費として当

然に計上されるべきものであります。「事務次官通知第８－３－⑴ウ

（ア）」にも、「事業の種類に応じて、実際の必要額を認定すること」

と記載があります。従って、事業収入１７，９６０円に対して、必要

経費２，７８０円を考慮して、実質の収入額を１５，１８０円とし、

そこから基礎控除１５，１８０円を控除した０円が収入充当額とし

て妥当であると考えます。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件各審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の

規定を適用し、いずれも棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和３年１２月  ８日  諮問  

令和４年  １月３１日  審議（第６３回第１部会）  

令和４年  ２月２８日  審議（第６４回第１部会）  
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第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  保護の補足性・基準  

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資

産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のため

に活用することを要件として行われるとしている。  

また、法８条１項は、保護は厚生労働大臣の定める基準（昭和３

８年４月１日付厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）

により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う

ものとしている。  

したがって、就労に伴う収入あるいは就労に伴う収入以外の収

入がある場合には、その収入額は、当該受給者の収入として認定さ

れることになり、当該受給者の保護の基準とされた金額から控除

されることになる。  

  ⑵  生活扶助  

法１１条１項は、保護の種類として、同項１号に「生活扶助」を

挙げており、法１２条は、困窮のため最低限度の生活を維持するこ

とのできない者に対して行われるとし、その範囲の事項を「衣食そ

の他日常生活の需要を満たすために必要なもの」及び「移送」と定

める。  

⑶  職権による保護の変更  

法２５条２項及び同項が準用する２４条４項は、保護の実施機

関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要とす

ると認めるときは、速やかに、職権をもってその決定を行い、決定

の理由を付した書面をもって、これを被保護者に通知しなければ

ならないとしている。  
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⑷  収入申告義務  

法６１条は、被保護者は、収入、支出その他生計の状況について

変動があったときは、すみやかに福祉事務所長にその旨を届け出

なければならないとしている。  

⑸  収入認定  

ア  収入認定の原則  

「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４

月１日付厚生省発社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通

知」という。）第８・２は、収入の認定は月額によることとして

いる。  

イ  勤労に伴う収入  

次官通知第８・３・ (1)・ウ・(ｱ)は、農業以外の事業により収

入を得ている者については、その事業の種類に応じて、実際の収

入額を認定することとし、同・ (ｲ)は、その収入を得るための必

要経費として、同・(4)に定める基礎控除と、店舗の家賃、地代、

機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入代、交通費、

運搬費等の諸経費についてその実際必要額を認定することとし

ている。  

また、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３

８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通

知」という。）第８・３・⑴・アは、基礎控除は、当該月の就労

に伴う収入金額に対応する次官通知第８・３・⑷・別表「基礎控

除額表」（以下「基礎控除額表」という。）の収入金額別区分に基

づき認定することとし、同・イは基礎控除の収入金額別区分は、

農業以外の事業収入については、事業必要経費を控除した後の

収入額によることとしている。  

そして、「生活保護問答集について」（平成２１年３月３１日

付厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」と

いう。）第８・４・⑴によれば、基礎控除は、勤労に伴って増加
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する生活需要を補填することにより労働力の再生産を図るとと

もに勤労意欲の助長を図ろうとするものとされている。  

さらに、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについ

て」（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長

通知。以下「課長通知」という。）第８・問２によれば、１２５

ｃｃ以下のオートバイ、原動機付自転車等の保有を認められた

者について、事業のための利用に伴う燃料費、修理費等につい

て、必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえな

いとしている。  

⑹  冬季加算  

保護基準によれば、冬季加算については、保護基準の別表第１の

生活扶助基準において定められている「基準生活費」の項目で、○

○区内に居住する１人世帯の場合、１１月から３月までの期間に

おいて、１月当たり２，６３０円の冬季加算額を計上することとさ

れている（保護基準別表第１・第１章・１・⑴・ア「１級地」・ (ｱ)

「１級地－１」・第２類の表・地区別冬季加算額・「Ⅵ区」（東京都

は、同⑵・イの表により、冬季加算における地区別（都道府県別）

において、「Ⅵ区」の区分とされている。））。  

  ⑺  次官通知、局長通知及び課長通知は、いずれも地方自治法２４５

条の９第１項及び３項の規定に基づく法の処理基準である。  

また、問答集は、生活保護制度の具体的な運用・取扱いについて

問答形式により明らかにするものであり、実務の適切な遂行に資

するものとして、本件の適用に関して、その内容も妥当なものであ

ると認められる。  

２  本件各処分についての検討  

⑴  本件処分１について  

 ア  令和３年３月２２日、処分庁は、本件申告１で申告のあった必

要経費について、別紙１のとおり、それぞれについて要否を判断

しているため、以下検討する。  

(ｱ) 交通費（別紙１・ No.１ないし３）について  
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１２５ｃｃ以下の原動機付自転車等の保有を認められた者

について、事業のための利用に伴う燃料費、修理費等につい

て、必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえ

ないとされているところ（１・⑸・イ）、本件申告書１の添付

資料から、請求人が稼働に際して給油を行っており、また、給

油量と走行距離から燃費を算出すると、ガソリン１リットル

当たり約３８．２ｋｍとなることから、請求人のバイク配達業

務（以下「本件事業」という。）のための利用に伴う燃料費と

して必要最小限度の額といえ、本件事業に要する経費として

控除の対象とすべきものと認められる。  

(ｲ) 交際費（別紙１・ No.４ないし７）について  

保護は保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、

そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不

足分を補う程度において行うものとされ（１・⑴）、通常の生

活に伴う飲食は生活扶助で賄うべきであると解されるところ

（１・⑵）、請求人が、本件事業に係る情報交換のために飲食

店を利用したのだとしても、飲食店で情報交換を行わなけれ

ばならない必然性はなく、飲食店で費消した飲食代について

まで、本件事業に要する経費として控除の対象とするのは妥

当ではない。  

 (ｳ) 消耗品費（別紙１・ No.８ないし１０）について  

小銭入れ等の購入費用について申告されているが、いずれ

も新たに購入することが本件事業を行うために必要とは認め

られず、必要であったとしても、それは勤労に伴って増加する

生活需要であると解されるから、勤労に伴う必要経費として

基礎控除によって賄うべき（１・⑸・イ）であって、本件事業

に要する経費として控除の対象とするのは妥当ではない。    

(ｴ) 通信費（別紙１・ No.１１及び１２）について  

本件業務において、請求人が自身の保有する通信端末によ
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り電話連絡を行うことはあり得るものと解されるが、本件申

告１において請求人が添付したのは１か月分の通話料やショ

ートメールの送信費用の総額が分かる資料のみであり、また、

国際電話の通話料１，３００円も含まれていることから、申告

額の２，１１８円について本件事業に要した費用とは認めら

れない。  

また、請求人が通信端末を新たに購入した令和３年２月２

１日以前から請求人は本件業務に従事していることが認めら

れ、本件事業を行うために新たな通信端末を購入する必要が

あったとは認められない。  

以上のことから、本件処分１を行うに当たり、処分庁が行った

必要経費の判断はいずれも妥当なものであると認められる。  

   イ  本件処分１における保護費の算定について  

   処分庁は、令和３年３月９日に請求人から本件申告１があっ  

    たことから、同月２２日、令和３年２月１日を変更年月日として、

請求人の同月分の事業収入５４，４００円から必要経費として

認めた１，８７２円を控除した５２，５２８円を基にして基礎控

除額表に定める基礎控除額１８，８００円を控除した３３，７２

８円を、請求人の令和３年２月分の収入として認定し、基準生活

費７９，０５０円から、この収入認定額３３，７２８円を収入充

当額と認定し、基準生活費等を踏まえ、同月分の保護費を９９，

０２２円に変更していることが認められる。  

   保護の補足性の原則により、就労に伴う収入やそれ以外の収

入がある場合には、その収入額は、当該受給者の保護の基準とさ

れた金額から控除されることからすれば（１・⑴）、本件処分１

は、上記１の法令等の規定に則って適正に行われたものと認め

られ、また、違算もないことから、違法又は不当な点があるとい

うことはできない。  

⑵  本件処分２について  

  ア  処分庁は、令和３年４月１日、本件申告２で申告のあった必要
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経費について、別紙２のとおり、それぞれについて要否を判断し

ているため、以下検討する。  

(ｱ) 交通費（別紙２・ No.１）について  

１２５ｃｃ以下の原動機付自転車等の保有を認められた者

について、事業のための利用に伴う燃料費、修理費等につい

て、必要最小限度の額を必要経費として控除して差しつかえ

ないとされているところ（１・⑸・イ）、本件申告書２の添付

資料から、請求人が稼働日当日の２３時１２分に給油を行っ

ており、当日費消したガソリンを補給していることが認めら

れるから、当該ガソリン代については本件事業のための利用

に伴う燃料費として必要最小限度の額といえ、本件事業に要

する経費として控除の対象とすべきものと認められる。  

(ｲ) 交際費（別紙２・ No.２及び３）について  

上記⑴・ (ｲ) と同様であって、本件事業に要する経費とし  

て控除の対象とするのは妥当ではない。  

(ｳ) 消耗品費（別紙２・ No.４ないし６）について  

プリント代については、審査請求書類のコピーに要した費

用であって、本件事業に要する経費としては認められない。ま

た、バイク清掃用品についても、上記⑴・ (ｳ) と同様であっ

て、本件事業に要する経費として控除の対象とするのは妥当

ではない。  

(ｴ) 通話料（別紙２・ No.７）について  

本件業務において、請求人が自身の保有する通信端末によ

り電話連絡を行うことはあり得るものと解されるが、本件申

告２において請求人が添付したのは１か月分の通話料やショ

ートメールの送信費用の総額が分かる資料のみであり、また、

国際電話の通話料３００円も含まれていることから、申告額

の ３ ２ ２ 円 に つ い て 本 件 事 業 に 要 し た 費 用 と は 認 め ら れ な

い。  
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以上のことから、本件処分２を行うに当たり、処分庁が行った

必要経費の判断はいずれも妥当なものであると認められる。  

イ  本件処分２における保護費の算定について  

処分庁は、令和３年４月１日に請求人から本件申告２があっ

たことから、同月８日、令和３年３月１日を変更年月日として、

請求人の同月分の事業収入１７，９６０円から必要経費として

認めた９３８円を控除した１７，０２２円を基にして基礎控除

額表に定める基礎控除額１５，２００円を控除した１，８２２円

を、請求人の同月分の収入として認定し、基準生活費７９，０５

０円から、この収入認定額１，８２２円を収入充当額と認定し、

基準生活費等を踏まえ、同月分の保護費を１３０，９２８円に変

更していることが認められる。  

 保護の補足性の原則により、就労に伴う収入やそれ以外の収

入がある場合には、その収入額は、当該受給者の保護の基準とさ

れた金額から控除されることからすれば（１・⑴）、本件処分２

は、上記１の法令等の規定に則って適正に行われたものと認め

られ、また、違算もないことから、違法又は不当な点があるとい

うことはできない。  

３  請求人の主張についての検討  

請求人は、上記第３のとおり主張し、本件各処分において否認され

た申告経費についても、必要経費として認めるべきであるとして、本

件各処分の違法、不当を主張する。  

しかし、処分庁の本件各処分における必要経費の認否の判断が妥

当なものであることは上記２・⑴・ア及び同・⑵・アのとおりである。 

したがって、請求人の主張については理由がないから、これをもっ

て本件各処分の取消理由とすることはできない。  

４  その他の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件各処分にはいずれも違法又は不当な点は認められな

い。  
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以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行

われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 

 

別紙１及び別紙２（略）  

 


